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秋田県公安委員会告示第４８号

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項に規定する検定を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関

する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）第７条の規定により公示する。

令和４年５月27日

秋田県公安委員会委員長 中 嶋 日 吉

１ 検定を実施する警備業務の種別及び級並びに実施日時及び実施場所

(１) 学科試験

種 別 及 び 級 実 施 日 時 実 施 場 所

交通誘導警備業務２級 令和４年９月２日（金）午前９時30分から午前 秋田市山王四丁目１番５号

11時まで 秋田県警察本部第３会議室

（２） 実技試験

学科試験の合格者に対して、次のとおり実技試験を行う。

種 別 及 び 級 実 施 日 時 実 施 場 所

交通誘導警備業務２級 令和４年９月27日（火）午前９時30分から午後 秋田市山王四丁目１番５号

３時まで 秋田県警察本部大会議室及び

秋田市新屋字下川原

旧秋田空港跡地

２ 定員

30人（先着順に受け付け、定員になり次第締め切る。）

３ 受検資格

(１) 秋田県内に住所を有する者

（２） 秋田県外に住所を有し、かつ、秋田県内の営業所に所属している警備員

４ 受検申請手続

（１） 申請受付期間

令和４年７月19日（火）から同月22日（金）までの午前９時から午後５時まで

(２) 申請場所

申請者の住所地又は所属する営業所の所在地を管轄する警察署

(３) 提出書類等

ア 検定申請書 １通

イ 写真（申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチ

メートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの） ２枚

ウ 秋田県内に住所を有する者は、住所地を疎明する書面（住民票の写し、自動車運転免許証の写し等）又はそ

の者が秋田県内に所在する営業所に所属していることを疎明する書面（営業所所属証明書）のいずれか１通

エ 秋田県外に住所を有し、かつ、秋田県内の営業所に所属している警備員については、当該営業所に所属して

いることを疎明する書面（営業所所属証明書）１通

オ 代理人が提出する場合は、本人からの委任状 １通

(４) その他

検定申請書の提出は、申請者又はその委任を受けた代理人によることとする。

５ 手数料

14,000円

検定申請書を提出する際、秋田県証紙により納付すること。ただし、検定申請書を受理した後に申請を取り消した

場合又は検定試験を受けなかった場合には、手数料は返還しない。

６ 受検票の交付

受検票は、検定申請書を提出した警察署で受検申請受理後に交付する。

７ 検定の方法

学科試験及び実技試験により行う。

なお、学科試験に合格しなかった者については、令和４年９月27日（火）の実技試験を行わない。また、実技試験

においても、試験の途中に合格点に達しないこととなった者に対しては、その者に対する試験を中断し、以降の実技

試験は行わない。

(１) 学科試験の内容

ア 警備業務の基本的な事項に関すること。

イ 法令に関すること。
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ウ 車両等の誘導に関すること。

エ 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合の応急の措置に関

すること。

(２) 実技試験の内容

ア 車両等の誘導に関すること。

イ 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合の応急の措置に関

すること。

８ その他

(１) 検定当日の受付時間は、午前９時から午前９時20分までとする。

(２) 検定受検時の携行品及び服装

ア 学科試験

(ア) 受検票及び筆記用具

(イ) 端正な服装とする。

イ 実技試験

(ア) 受検票及び室内用運動靴

(イ) 服装は、警備業に従事している者は、制服、制帽（ヘルメット可）とし、その他の者は、運動帽と作業

服等活動しやすい服装とし、マスクを着用すること（ジャージ及びＴシャツは不可）。

（３） 本人、家族等に県外との往来がある場合は、事前に相談すること。

(４) 検定についての不明な点は、秋田県警察本部生活安全企画課営業支援指導係（電話018－863－1111、内線3043～

3045）に問い合わせること。


